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溢水影響評価結果について 

（主冷却機建物地下 1階及び地下 2階） 

 

 

【溢水防護区画の設定の基本方針】 

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。

溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置

されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとす

る。 

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水防護区画＊1】 

第 1.1図：主冷却機建物地下 1階  S-201 

第 1.2図：主冷却機建物地下 2階  S-101、S-102、S-105、S-106、S-111、S-112、S-125、 

S-127、S-128、S-130 

＊1： ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと

判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設

等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。 

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水源の状況】 

第 2図参照  

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水影響評価結果】 

第 3.1図：溢水防護対象機器を有する S-201 に対する影響評価 

第 3.2図：溢水防護対象機器を有する S-101 に対する影響評価 

第 3.3図：溢水防護対象機器を有する S-102 に対する影響評価 

第 3.4図：溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価 



2 
 

第 3.5図：溢水防護対象機器を有する S-106 に対する影響評価 

第 3.6図：溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価 

第 3.7図：溢水防護対象機器を有する S-112 に対する影響評価 

第 3.8図：溢水防護対象機器を有する S-125 に対する影響評価 

第 3.9図：溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価 

第 3.10 図：溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価 

第 3.11 図：溢水防護対象機器を有する S-130 に対する影響評価 
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第 1.1図 溢水防護区画の設定(主冷却機建物地下 1 階) 
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第 1.2図 溢水防護区画の設定（主冷却機建物地下 2 階) 
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第 2図 主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水源の状況（1/2） 
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第 2図 主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水源の状況（2/2）  
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第 3.1 図 溢水防護対象機器を有する S-201 に対する影響評価 
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第 3.2 図 溢水防護対象機器を有する S-101 に対する影響評価 
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第 3.3 図 溢水防護対象機器を有する S-102 に対する影響評価 
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第 3.4図 溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価 
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第 3.5 図 溢水防護対象機器を有する S-106 に対する影響評価 
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第 3.6 図 溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価 
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第 3.7 図 溢水防護対象機器を有する S-112 に対する影響評価 
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第 3.8 図 溢水防護対象機器を有する S-125 に対する影響評価 
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第 3.9 図 溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価 
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第 3.10 図 溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価 
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第 3.11 図 溢水防護対象機器を有する S-130 に対する影響評価 


